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知財コンサルティング検討委員会

1．はじめに
　弁理士が行う知財コンサルティングは，知財創造支
援から，リスク管理，情報インフラ整備，戦略立案支
援を含む企画プロデュース，知財人材育成に至るまで，
関与する範囲が広範にわたることが想定される。その
内容も，コンサルティング対象企業（以下，「クライ
アント」）の個別事情や業界事情に応じて千差万別で，
予測性がない。ニーズすら認識されていない場合も考
えられる。この場合はニーズに気付かせることが必要
となる。そのため，行うべきことが判っている通常の
知財実務と同じ発想・行動では，クライアントに満足
してもらえる知財コンサルティングは難しいと思われ
る。おそらく，知財実務能力とは異なる，コンサルティ
ング・スキルを体得することが必要である。ツールの
助けを借りなければならない場面も想定される。この
コンサルティング・スキルとツールの内容についての
当委員会の現段階の検討結果を報告する。

2．知財コンサルティング・スキル
2.1　分類

　野村総合研究所　亀井敏郎氏（1）によれば，コンサ
ルタントは，問題発見・提起（Discover），問題の
共有化（Share），解決に向けた絞り込み（Focus＆
Solution）を行うという。また，コンサルタントとし
て特に大事なのは，知（知性）・情（感情）・意（意思）
を適切にコントロールすることであるという。同氏の
講演内容を参考に，知財コンサルティングを行う上で
必要となるスキルを分類すると，概ね図 1のように
なると考えられる。上段はステージ，中段は各ステー
ジの個別スキル，下段は全ステージにおいて必要とな
る共通スキルである。

2.2　スキル概要

　（1）知財コンサルティングは，通常，クライアント
の現状を正しく分析し，解決しようとする問題を発見
することから始まる。クライアントの事業継続の源泉
は，技術（だけ）でなく，サービス形態，顧客との強
固な結び付き，ブランド，ノウハウや技能，ヒトであっ
たりする。クライアントを取り巻く環境条件（経営資
源，市況，周辺技術の進化状況，規制や認可の有無等）
の変化も事業継続に影響を与える。知財も経営資源の
一つであるが，解決しようとする問題は必ずしも知財
に関連して生じるとは限らない。そのため，現状認識，
問題発見のステージでは，幅の広い情報の収集及び分
析が必要となる。このステージで望まれるスキルは，
クライアントの情報（裏情報を含む），クライアント
の顧客や競合・提携先・業界全体ないし社会，環境条
件の情報にアクセスするスキル，収集した情報を的確
に選別して分析するスキルであろう。「虫の目」で情
報にアクセスし，クライアントで何が起きているのか
を「鳥の目」で俯瞰し，クライアントが関わる業界の
情勢を「魚の目」で読み取るセンスも望まれる。
　（2）発見した問題は，クライアントに提起し，共有
することになる。そして，クライアントと協働で，問
題の解決に向けた処方箋を議論する。このステージで
望まれるスキルは，クライアント側の事情の分析・整
理，見つけた問題の因果関係の構造化，その中の真の
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問題の抽出，関係当事者との視点の共有を図るための
スキルであろう。
　（3）その後，問題の解決に向けた絞り込みを行い，
知財の観点から処方箋を策定する。このステージで望
まれるスキルは，クライアントは何をやりたいのか，
何ができるのか，何時できるのか，クライアントを取
り巻く周囲の状況はどうなっているかを把握するスキ
ル，処方箋の策定スキル，処方箋の評価スキル，クラ
イアントへの表現スキルであろう。
　（4）一連のステージにおいて，共通スキルは，特に
重要である。図 1の例では，ヒアリングスキル，コミュ
ニケーションスキル，プレゼンテーションスキル，ラ
イティングスキル，これらをコラボレーションさせる
スキル，知／情／意獲得スキルを挙げている。これら
は，すべてヒューマンスキルである。
2.3　階層化

　各スキルを，便宜上，図 2のように階層的に表現し
てみると，ヒューマンスキルは，コンサルタントとし
て当然に具備すべき基盤能力として位置付けられる。
このスキルは，知財実務を遂行する上でも必要なもの
である。また，発見した問題の解決が知財コンサルティ
ングにより可能との仮説に立つと，そのための処方箋
を策定する観点からは，知財実務能力が準共通スキル
として位置付けられる。知財評価，契約・交渉，その
他の「あの手この手」を打つための判断には，知財実
務の経験と実績がモノをいう。その上で，行うべきコ
ンサルティングの需要に応じた問題発見能力，問題解
決能力，クライアントの心を動かす実行力が，個別ス
キルとして必要となろう。
　個別スキルは，積極的に機会を作り，実践すること
により身に付けるしかないと考えられる。知財実務能
力及び基盤能力については，これを補充ないし体得す

るための種々の講座が日本弁理士会知財ビジネスアカ
デミー（会場：日本弁理士会東京分室（アキバウイン
グ））において開講されているので，受講をお勧めする。

3．コンサルティング・ツール
　コンサルティング・ツールとして，シンクタンクや
学者らにより提案されている各種戦略ツールやマーケ
ティングツール，マトリクスシートなどの課題分析
ツール，TRIZ（革新的問題解決理論）などの思考支
援ツールが存在する。当委員会は，これらのツールに
ついては，知財コンサルティングの実践内容がより具
体化されたときの検討課題とし，当面は，知財コンサ
ルティングのどのステージにおいても需要があると思
われる知財関連情報の分析ツールの有用性につき，検
討している。分析する知財関連情報は，特許情報，意
匠・商標情報，研究発表論文等の文献情報である。

3.1　特許情報分析ツール

　多くの地方自治体及び政府機関では，最近，「中小
企業知的財産戦略支援事業に係る知的財産専門家」の
登録を継続的に募集している。ここでいう知的財産専
門家は，弁理士，弁護士，公認会計士，中小企業診断士，
社会保険労務士，経営コンサルタント等である。ミッ
ションは知財コンサルティングである。公表されてい
る業務内容は，どの自治体等のものも概ね以下のよう
である。

（1）特許分析等の支援
　　①特許マップ作成
　　②サイテーション分析
　　③特許流通支援チャートの活用支援
（2）特許戦略策定の支援
　　①研究開発戦略策定等の支援
　　②知的財産戦略策定
（3）事業化に向けた特許評価等の支援
　　①ビジネスプラン作成支援
　　②特許等の評価に基づいた資金調達等の支援

　知財戦略と特許戦略とが同一視されているが，これ
は，中小企業，特に技術開発・製品販売系の中小企業
にとって，特許戦略の良否が繁栄の命運を担うと世の
中（知財コンサルティングの需要者）に認識されてい
ることの表れと見てとれる。上記の業務内容を見る限
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り，特許マップ作成，サイテーション分析（引用／非
引用の関係分析），情報分類，特許価値評価等を支援
するための特許情報分析ツールは，現状をしっかり把
握する観点からは，少なくとも中小企業をクライアン
トとする知財コンサルティングでは，必須である。

　特許情報分析ツールについては，多くの企業が，日々
改良を加えた製品・サービス群を社会に提供している。
当委員会は，主として，想定される知財コンサルティ
ングの用途，コスト・パフォーマンス，操作容易性を
考慮して，公表されている多くの製品等の中からいく
つかを選定し，日本弁理士会東京分室（アキバウイン
グ）において実演デモを要請した。この要請に応じて
いただいた 5社の製品・サービスと当委員会の担当者
が直接見学に赴いた 1社のサービスの概要を，特許情
報分析ツールの現状の水準例として，以下に紹介する。
読者のみなさまの製品等選択の参考にしていただけれ
ば幸いである。

　なお，以下の掲載画面は，実演デモ時に，各社に提
供していただいたデータ又はホームページデータの抜
粋である。また，特許公報の電子データ（以下，「公
報データ」と称する）からのキーワード切出し，各種
件数表示，ランキング解析の機能等，殆どの同種製品
が具備する機能の重複はできるだけ省略し，それぞれ
独自と思われる機能に絞って紹介する。詳細は，各社
ホームページ等を参考にしていただきたい。

（1）	特許電子データ編集・解析ソフト：PAT-LIST-

JPS（2）

　「PAT-LIST-JPS」は，図面付き帳票等のプレゼン資
料作成，特許情報の解析･表示の機能を標準装備する。
この製品は，操作者が，自己のパーソナルコンピュー
タ（以下，「PC」と略す）にソフトウエアをインストー
ルすることにより操作可能となる。

　「PAT-LIST-JPS」では，特許庁電子図書館を含む既
存の多くの特許情報検索システムから取り込んだ膨大
な公報データを，調べたい目的に応じてその内容を絞
り込み，分析の母体となる公報データ群（以下，「母
集団」と称する）を作る。そして，その中から，操作
者が任意に項目を設定して，2次元又は 3次元のグラ
フをディスプレイに表示させる（この機能自体は，他

社製品，サービスもほぼ同じ）。「PAT-LIST-JPS」は，
比較的低価格でありながら，特許マップの表現態様が
多彩である。現バージョンでは，図 3，図 4のように，
約 11種類のマップが用意されている。そのため，公
報データの分類・分析結果からのクライアントの問題
の発見，処方箋の策定に役立つばかりでなく，クライ
アントに対するプレゼン資料の妥当性を高めることが
期待される。

　「PAT-LIST-JPS」の最も基本的な用途としては，
LDB（ローカルデータベース）の構築，及び LDBに
価値付けをした SDB（戦略的データベース）の構築
である。LDBは必要な特許情報（過去分＋逐次公開分）
をすべて「PAT-LIST-JPS」の中にデータベース化して，
いつでも必要な特許情報を取り出し，抄録やクレーム，
さらに全文公報の形で見ることができる。また 10項
目ある備考欄に各特許情報毎に分類付与や価値付けを
行って戦略データベースを構築し，必要な項目をパラ
メータしての解析を行い，研究開発戦略，事業戦略，
さらには経営戦略等の戦略策定に活用することができ
る。
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　さらに，「PAT-LIST-JPS」の独自機能の一つは，図
5の表示画面に例示される「Fish born」機能である。
ある重要特許を抽出し，それに関連する技術を時系列
的に表示する。この機能は，例えば知財創造型の知財
コンサルティングを行う上で，過去の技術発展の動向
を概観し，将来の技術需要の予想に役立てる際に有用
となる。

　公報データの分類結果は，それを単純に可視化する
だけでは，納得性が低い。従前の特許マップの殆どは，
この段階で留まっていたように思う。知財実務家とし
ては，該当する公報データに直接当たり，個別案件の
内容，特に特許請求の範囲の記載事項を直に確認した
いものである。「PAT-LIST-JPS」は，この需要に応じ
てくれる。どの時期のどの公報データでも，所望の案
件をポインティングデバイスで選択することにより，
代表図，請求項，書誌事項を掲載した帳票画面にジャ
ンプする。選択により，出願人（権利者）毎のリスト
も表示させることができる。

　マルチテーブル／マルチマップの機能も独自であ
る。「マルチテーブル」は，特許マップのマトリクス
画面のセル内データを，図面を含む自由なレイアウト
で表示し，さらにそのままのレイアウトで Excel（マ
イクロソフト社の商標）に出力する。これにより，同
社ソフトをインストールしていない PCでも，Excel

さえ使用できれば，セル内データを描画し，分析する
ことができる。他方，「マルチマップ」は，セル内デー
タを，自由なレイアウト及び自由な配置で表示し，さ
らにそのままのレイアウトで，Excelに出力する。

　ファミリー対応版では，USClass，Family，ECLA，
引用公報，被引用公報，Legal Statusを取込み，表示
することもできる。さらに日本特許情報を扱う「PAT-

LIST-JPS」の他に，米国特許情報を扱う「PAT-LIST-USS」，
ヨーロッパ特許情報を扱う「PAT-LIST-EPS」，中国特
許情報を扱う「PAT-LIST-CNS」等が用意されている。

（2）	知 財 コ ン サ ル テ ィ ン グ 支 援 シ ス テ ム：

INNOVATION	NAVI（3）

　「INNOVATION NAVI」は，操作者が，自己の PC

にソフトウエアをインストールすることにより操作可
能となる。インパテック株式会社（静岡県浜松市）の
特許マップエンジンを搭載しており、既存の特許情報
検索システムの出力結果を利用することができる。
　「INNOVATION NAVI」は，見せるだけの特許マッ
プではなく，膨大な公報データに潜在する有益情報を
操作者が自ら操作しながら見つけ，整理し，種々の仮
説を立てた上で新たな公報データを再入力してその変
化を確認するという操作を繰り返すことにより，過
程々で多くの「気付き」を操作者に与えるスパイラル
型の可視化ツールといえる。同社が提供している特許
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管理ソフトと連携させることにより，出願後公開前の
クライアントの公報データも含めて分析することもで
きる。母集団へのデータ追加も容易なので，自己のク
ライアント毎の母集団を予め作成し，適宜その内容を
更新を行うことにより，例えば出願代理人の立場から，
自己のクライアントに対して知財コンサルティングを
行うことが，この製品を活用することにより容易にな
る期待がある。

　「INNOVATION NAVI」には、独自表現のマップ・
チャートが数多く用意されている。現バージョンでは，
10種類のマップの下位層にそれぞれ 2～ 4種類のグ
ラフがあり，その下位層に 2～ 4種類の形式があり，
さらにその下位層に，操作者が任意に選ぶ項目が存在
する。チャートは，2種類のチャート図と複数の項目
が用意されている。

　例えば，図 8の「ニューエントリマップ」は，
RFID（Radio Frequency IDentification: IC無線タグ）
関連技術について作成した母集団（全出願人：約 3万
件）のすべての公報データから切り出した項目（出願
人，発明者，IPC，キーワード等）毎に，それが，ど
の年度からどの頻度で出現し，どの年度まで続いたか
（あるいは継続中か）を示している。このマップから，
例えば，縦軸が「出願人」であれば，その出願人が，
当該母集団に属する技術内容の開発をいつ頃からどの
頻度で行い始めたのかが判る。縦軸が技術のキーワー
ドや IPC（国際特許分類）であれば，その技術のおお
よそのトレンドを把握することができる。

　図 9は，縦軸に出願人，横軸に年度を設定した発
明者数のランキング結果を示す「マトリクスマップ

（泡グラフ）」の一例を示す。発明者数が多いことは，
それだけ利用する技術の幅があること，あるいはその
出願人が当該母集団に属する技術ないし事業に注力し
ていることを示唆する。通常は，同じ種類のマップ・
チャートでも項目を変えてみたり，一種類だけでなく，
複数種類のマップ・チャートを併せて作成し，多面的
な観点で評価する。これにより，公報データの文面や，
いわゆる手めくり調査からは決して判らない技術分野
毎のいろんな傾向が見えてくる。

　図 10は，「ユニークデータマップ」の例を示す。
注目するいずれかの出願人を画面上で選ぶと，その出
願人の公報データだけに出現するユニークなキーワー
ドがランキングされる。このマップグラフから，その
出願人がどのような技術の開発に注力しているかを推
測することができる。

　「INNOVATION NAVI」は，一度作成したマップで
注目すべき部分にカーソルをあてることで，その範囲
で下層のマップを描くことができる。また，表示され
たグラフ等をダブルクリックすることで，公報リスト
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及びその具体的内容（書誌事項，要約，課題，請求項
等の内容）を見ることができ，さらに，インターネッ
トに接続していれば，その場で IPDL（特許庁電子図
書館）の当該公報及び審査経過情報表示が可能である。

　「INNOVATION NAVI」は 2008年 7月に初リリース
された。現バージョンは上記の特許マップ・チャート
群を中心に構成されているが，定期的なバージョン
アップが予定されている（直近は今秋）。例えば，図
12のサイテーション分析（引例分析マップ）を含む
知財コンサルティングに役立つ他の機能のほか，弁理
士，知財弁護士の日常業務にも役立つ機能も逐次搭載
されるとのことである。

（3）特許分析Webサービス：ATMS/Analyzer（4）

　「ATMS/Analyzer」は，操作者が，インターネット
経由で同社のシステムにてデータを作成し，専用のク
ライアントソフト（別途購入）を使うことにより，利
用可能となる。「ATMS/Analyzer」では，技術分野の

動向や競合他社との相対評価（価値評価を含む）など
は勿論，通常は手作業でしか行うことのできない発明
の対象や発明の課題の解析，情報の抽出も自動化され
る。すなわち，独自のテキストマイニング技術（5）に
より，特許分析に不慣れな操作者も，所望の情報を迅
速に抽出できるようになっている（図 13参照）。

　「ATMS/Analyzer」の独自機能の一つは，スケルト
ンマップである。目的に応じて作成した母集団が，全
体としてどのような技術要素から構成されているの
かを俯瞰的に把握することができる。図 14は，RFID

関連技術について作成した母集団（約 2万件）のス
ケルトンマップの例を示す。技術要素間のつながりが
一目瞭然なので，この技術分野に精通していない者に
とっては，他の種類のマップの内容を解析する上で便
利な機能である。

図 11

図 13

図 14

図 12
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　アンカーマップも独自である。図 15は，アンカー
の頂点部分を RFID関連技術についての出願年とした
場合のアンカーマップの例を示す。各年毎の出願内容
の特徴，技術の推移・開発の方向を，その密度によっ
て把握することができる。

　図 16は，RFID関連技術についての特許フローの
例を示す。操作者が選んだ注目出願に関連する他の出
願が，公報データのテキストマイニングによる関連性
判別により，自社／他社に関わらず，時系列にマッピ
ングされる。これにより，関連する一連の出願の内容
を分析し，発明評価や出願継続の維持判断等に役立て
ることができる。

　「ATMS/Analyzer」は，テキストマイニング技術に
より抽出した項目及びキーワードを目的に応じて組み
合わせることにより，種々の 2次元又は 3次元マップ
を表現することができる。図 17は，RFID関連技術
につき，縦軸に課題（利便性，セキュリティ等），横
軸に用途（入退室管理，決済等），交点に出願人ラン
キングを示した図である。1枚のマップで多くの情報

を表現できていることが判る。

　「ATMS/Analyzer」は，強い特許かそうでないかの
評価も自動的に行い，評価結果をマップ表現の一項目
として選択できる。評価の基準は，サイテーションの
情報や経過情報を利用している。迅速性が要求される
意思決定が目的なら，このような基準も有効である。
図 18は，縦軸に出願人，横軸に年度，交点グラフに
出願人の評価ランキングをマッピングした例を示す。

　図 19は，縦軸は用途のままで，横軸を出願人，交
点グラフを課題ランキングに置き換えた場合の例を示
す。課題毎にどの出願人が強いかを，概略ながら把握
することができる。

図 15

図 17

図 18

図 16
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　「ATMS/Analyzer」は，自社の特許ポートフォリオ
はもとより，特定の他社，同業他社同士，あるいは，
自社と各他社とのポートフォリオの関係を多面的に把
握することができるので，知財コンサルティングはも
とより，先行技術調査等の知財実務においても広く活
用できると考えられる。

（4）特許戦略ソリューション：StraVision（6）

　「StraVision（登録商標）」は，操作者がインターネッ
トに接続された PC環境でアクセスすることにより利
用可能となる。「StraVision」は，日米の公報データや
経過情報の提供，整理，分類，分析，価値評価までの
すべてを一つのソリューションとして提供する。例え
ば注目企業とその競合他社との相対分析を行う場合の
特許の整理及び分類にはテキストマイニング技術を利
用している。同社のテキストマイニング技術は，潜在
的意味インデクシングという手法を使ってマッピング
する点が特徴である。操作者は，キーワードを選択す
るのみである。

　「StraVision」の特徴点の一つは，技術競争力分析
にある。技術競争力分析は，個々の特許の重要度
ないし競争力の指標を表す PCI（登録商標：Patent 

Competency Indexの略）をもとに行う。PCIは，「外
部からの注目度」，「自社の注力度」，及び，「権利／技
術の強さ・広さ」の 3種類の項目による総合評価値で
あり，同社独自の指標である。「外部からの注目度」は，
被引用，閲覧請求，審判請求などの外部のアクション，
「自社の注力度」は，早期審査などの自社のアクション，
「権利／技術の強さ・広さ」は，特許請求の範囲や特
許明細書の情報などをそれぞれ評価の項目とする。こ
れらの各項目に重み付けを行うことで PCIを算出す

るが，この重み付けは操作者が任意に設定することが
できる。このフレキシビリティゆえに，目的に応じた
技術競争力分析が容易となり，かつ，その確からしさ
を高めることができ，ひいては的確な意思決定が行え
るようになる。
　技術競争力分析は，通常は，マクロ分析からコア分
析へと進めていくことになるが（図 20参照），分析精
度をより高めるためには，コンサルティング・スキル
も必要となる。知財コンサルティングを行う中で，上
述したスキルの向上を図っていくことが肝要である。

　「StraVision」は，特許の金銭的価値を算出するため
の計算機能も有している。金銭的価値評価は，インカ
ム，マーケット，コストの 3つのアプローチ手法で行
う。インカムアプローチでは，ディスカウント・キャッ
シュ・フロー（DCF）法とリリーフ・フロム・ロイ
ヤリティ（RFR）法とを用いて価値を算定する。マー
ケットアプローチでは，ブラック・ショールズ・モデ
ルをベースとする TRRU（pl-x社の登録商標）を用い，
類似特許のライセンス取引データから価値を類推す
る。コストアプローチでは，特許の調達に要する費用
から価値を算定する。

　このように，「StraVision」は，特許情報の整理・分
類・分析だけでなく，PCIを用いた技術競争力分析を
も可能にするツールであり，事業戦略等と融合する知
的財産マネジメントを目指した「意思決定支援ツール」
と位置付けることができる（図 21参照）。

図 19

図 20
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　「StraVision」では，分析チャートとして，公報デー
タの分類結果を可視化する。分類項目は，ツリー構造
の形式で画面表示され，グラフィック・ユーザ・イン
タフェースによって，視覚的に把握できるようになっ
ている（図 23参照）。分析チャートの内容は，PDF，
Excel，HTML形式で出力し，二次利用を図ることが
できる。

　上記の PCIは，出願人毎，個別案件毎に評価して 2

次元又は 3次元表現により可視化できるほか（図示省
略），個々の技術要素や課題についても算定し，その
結果を可視化することもできる。知財コンサルティン
グに際して，知財面から技術開発の方向性を示唆する
ときに，公報データから判る課題を整理し，課題解決
のための方向性を探る上で，有用なツールになる可能
性がある。

　図 22は，RFID関連技術における出願件数と PCIの
シェアチャートである。出願件数では 20％以上のシェ
アでトップに立っている企業が，PCIでは 6.3％のシェ
アに留まっている。逆に，出願件数シェア 3位，6位
及び 8位の企業は，PCIではシェアを拡大している。
このように，特許の出願件数（量的側面）だけではな
く，特許の質的側面もみていくことで，当該技術分野
における真の技術競争力を窺い知ることができる。

　さらに図 23は，X軸に技術要素，Y軸に課題，Z

軸に PCIの総和を設定した場合の分析チャートであ
る。この図によれば，「インタフェース（リーダライタ）」
（技術要素）と「精度の向上」（課題）との組み合わせ
が最も PCIが高い。つまり，このような技術開発へ
の注目度，注力度が高いことを示唆している。一方，「イ
ンタフェース（ICカード）」と「強度・耐久性の向上」
との組み合わせについては，出願件数こそ多いものの，
PCI値が低いので，当該技術についての競争はそれほ
ど盛んでないことが推定される（セグメント分析）。

　そこで，PCIの最も高かった「インタフェース（リー
ダライタ）」×「精度の向上」について，その内訳を
みてみると，図 24のようなグラフが得られる（※出
願人は省略 :実際には表示される）。この種の技術で
は A社が PCIでトップに立っているが，B社，C社，
D社もさほど差のない状態で A社を追っていること
が窺える（エレメント分析）。

図 21

図 23

図 22
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　「StraVision」によるサイテーション分析の結果は，
審査官引用，異義申立等引用，拒絶理由通知引用／被
引用の関係を，それぞれ色分けで表現する。図 25は，
RFID関連技術のサイテーションマップの例であり，
ある特定の出願が，電気業界を中心に，幅広い企業の
出願に対して引用されており，影響力の大きいことを
示している（コア分析）。

　なお，「StraVision」には，被引用数など，PCIの算
定に用いるた項目から特許情報の検索を行う機能も用
意されている（図示省略）。この機能を利用すること
により，例えば，クライアントにとって重要特許と思
われるものだけを抽出することが可能となり，的確な
意思決定を，より迅速に行える期待がある。

（5）	インターネット特許情報解析サービス：パテン

トアトラスCS（7）

　「パテントアトラス CS」は，操作者が，インターネッ
トに接続された PC環境でアクセスし，画面に従って
必要なデータを入力することにより，利用可能となる。
専用のブラウザソフトは不要である。

　「パテントアトラス CS」は，独自開発の文書ベクト
ル解析システムを用い，注目する特許公報又は技術要
素に類似する公報データを自動抽出するとともに，内
容が類似する公報データ群をクラスタ（グループ）化
することにより，大量の公報データ群を構造化する（原
母集団）。また，クラスタ単位に価値評価を行うこと
によりクラスタスコアを算定し，これにより重要とさ
れたクラスタについて，そこに含まれる公報データと
類似する公報データ群を特許情報データベースから抽
出する。そして，抽出した公報データ群を，目的に応
じて再度構造化し（分析対象母集団），さらに再分類
を行うことにより，種々の詳細な構造分析の解析マッ
プを自動生成する。

　クラスタスコアは，同社が提供する特許価値評価指
標であるパテントスコア（同社の登録商標）をベース
に算出する。具体的には，分析対象母集団全体でパテ
ントスコアを標準化し，平均以上の優秀な特許のみを
平均からの偏差により評価することで，その特許（特
許出願を含む，以下同じ）が持つ強みをより際立たせ
るような処理を行う。それをクラスタ毎に集計するこ
とによって，より突出した特許群を容易に見つけ出す
ことができる。一方，このベースとなっているパテン
トスコアは，主に経過情報を用いて，技術分野毎出願
年毎に分類された特許群の中での相対評価を，偏差値
の形で算出する。具体的には，企業にとっての特許の
資産価値という側面を評価するために，様々な経過情
報項目が特許維持率に及ぼす影響を評価し，重み付け
を行う。この重み付けは，当然技術分野毎，出願年毎
に異なるが，それを自動的に常に最新の適正な重み付
けで算出する点が特徴である。

　操作者は，自己の PCの画面から，公開番号や技術
要素のキーワードをいくつか入力するだけで，入力
情報に関連する解析マップを得ることができる。例
えば図 26は，RFID関連技術についてのグループ別
出願人スコアレーダーチャートを示す。このレーダー
チャートにおいて，さらに，操作者が所定領域を操作
することにより，分析対象母集団全体のポジショニン
グマップ，グループ毎のポジショニングマップ，ある
いは出願人毎に集計したポジショニングマップなど
が，件数だけではなく質的観点も加えた形で可視化さ
れる（図示省略）。

図 24

図 25
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　スコア化は，クラスタ毎だけでなく，技術要素別に
も行われる。図 27は，RFID関連技術について，縦
軸に技術要素単位，横軸に 1件単位の技術要素スコア
の最高値を設定した技術要素分析結果の例を示す。な
お，出願人別技術要素スコアの表示，あるいは，技術
要素スコアに代わる件数ランキング表示も可能である
（図示省略）。

　「パテントアトラス CS」では，課題に関するキー
ワード群を縦軸，その解決手段に関するキーワード群
を横軸にマトリクス状に配列した課題解決マトリクス
を，分析対象母集団の全出願人又は出願人別にランキ
ングした課題解決マトリクスをも提供する。図 28は，
RFID関連技術についての全出願人の課題マトリクス
の例を示す。マトリクスのセル内の数値は公報の件数
である。このマトリクスから，総じて，機能・性能面
の課題の解決手段が重要視されていることが窺える。
なお，操作者が任意のセルを選択することにより，該
当する公報リストが表示されるので，各公報データの
内容を確認することができる。

　「パテントアトラス CS」は，アライアンスが可能な
企業はどこかを探すための目安となるアライアンス
マップも提供する。図 29は，RFID関連技術につい
て分類した，上記レーダーチャートのグループ 8で強
みを持つ A社を例に作成した例を示す。グループ内
の力関係が判りやすいように，スコアのシェアをバー
チャート形式で表現したものであるが，他の表現形式
も可能である。

　「パテントアトラス CS」は，特許類似マップも提供
する。個別特許の類似度を課題と解決手段（請求項）
の 2軸で比較すると，何がどう似ているのかという比
較ができる。これを類似度の尺度で表すと，この類似
度を出願人単位で纏めることもできる。出願人単位で
纏めたものは，例えば連携企業や競合を探す目安とし
て利用することができる。
　図 30は，例えば RFID関連技術について注目した
特開平 11-050487号公報に類似する他の公報の類似関
係をマッピングした例を示す。このマップは，知財コ
ンサルティングのみならず，先行技術探索等，弁理士
の日常業務にも使える可能性がある。

図 28

図 29

図 26

図 27
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　なお，紙面の都合で省略するが，「パテントアトラ
ス CS」には，紹介した例のほか，課題解決マトリク
スで使われている特徴語（語句）を俯瞰的にマッピン
グした特徴語マップや，自己が作成した特許請求の範
囲と他の公報の特許請求の範囲の構造比較結果等を可
視化した請求項構造図など，弁理士の日常業務で使え
る可能性のある多くの機能が搭載されている。

（6）発想支援・解析ツール：χ LUS（カイラス）（8）

　「χ LUS」には，国内公報版及び米国公報版がある。
操作者は，インターネットに接続された PC環境でシ
ステムにアクセスし，画面に従って必要なデータを入
力することにより，利用可能となる。専用のブラウザ
ソフトは不要である。

　「χ LUS」の特徴は，公開特許公報を技術開示文献
の一つとして扱い，テキストマイニング技術や類似文
書検索技術ではなく，概念検索及びバイオ・インフォ
マティクス技術を使用して，数百万件のすべての公報
データ（公開特許公報）に記載されている技術要素の
関係を，全公報データ数の次元で手当たり次第に分析
する点にある。現バージョンでは，4,000万次元でも
可能とのことである。数次元から数十次元の演算を行
う類似文書検索やデータマイニング技術等とは桁違い
の演算量である。そのため，「χ LUS」には，一般に
イメージされるキーワード検索による公報探索や技術
分野の概念がない。直接的な対比では無関係に見える
2つの公報データも，それを取り巻く他の複数の公報
データ群との関係の分析結果により，関連有りとされ
る場合もある。通常は，そこに作成スキルが要求され
る母集団も，公報データ数分の関連性が判別されてい
るので，その一部を切り出しても同じ内容となる。つ
まり，「χ LUS」では，誰がどのように操作しても，

恣意がなく，再現性良く同じ結果が出るという客観性
がある。この点が大きな特徴の一つである。
　操作者は，図 31左上段に示されるように，調べた
い内容を通常の文章で入力するだけで足りる。入力し
た文章から導き出せる特徴に関連する特徴を持つ公報
データの内容がその下段に直ちに表示され，さらに，
航空路監視レーダの如く，中心から概念の関連度合い
に応じた距離で，他の公報データ群（クラスタ）を表
すレーザーマークが表示される。さらに，右欄に，登
場する出願人及び関連語がピックアップされる。これ
により，概念が関連するすべての技術要素の全体像を
俯瞰的に把握することができる。この点も特徴の一つ
である。

　技術分野の概念がないので，例えば電子応用技術
（RFID関連技術）の近くに，自動車部門や化粧品部
門の技術が出現する場合もある。この場合は，RFID

の用途として自動車部門や化粧品部門の出願がなされ
ていることを意味する。各レーザーマークは，概念が
関連するほど近接し，クラスタに属する特許公報数が
多いほど，そのサイズが大きくなる。

　操作者が任意のマークをポインティングデバイスで
選択すると，そのマークのクラスタに属する公報デー
タのリスト及び個々の公報データの特許明細書の内容
を直に確認することができる（図 32参照）。

図 30

図 31
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　「χ LUS」は，特定の出願人又は異なる出願人間の
特許ポートフォリオを瞬時に表示させることができ
る。図 33は，操作者が指定した複数の出願人による
出願内容がどのように分布しているかを，それぞれ出
願人毎に異なる色でマーキングされる様子を示してい
る。同じ傾向の技術開発をしている出願人間（例えば
競合）であれば，レーザーマーク（群）もほぼ同じ領
域で重なる。他方，離れた領域にレーザーマーク（群）
が表示される出願人間では，まったく関連性がないか，
あるいは，互いのコア技術を維持しつつ技術補完でき
る関係にあることが推定される。

　例えば，図 34の A社と B社の特許ポートフォリオ
マップを見ると，両社のクラスタの塊は離れているが，
一部が「入れ子」状態になっている。これは，開発ないし
利用しようとしている技術のコアは異なるものの，技
術要素に共通部分があること，つまり，補完可能な状態
にあることを示唆している。従って，両社は連携ないし
統合が可能な関係にあると推定することができる。

　このように，「χ LUS」は，格別の難しい操作を必
要としない。そのため，利用のしきい値が低い。また，
数百万次元の視点で全特許公報の関連度合いを判別す
るので，近似する内容が異なる表現で書かれた，書く
者の個人差が大きい特許明細書であっても，その関連
度合いが正しく判別されている期待がある。さらに，
技術要素の全体を俯瞰的に把握できるので，技術のト
レンドを読んだり，技術の空白領域ないし未開拓領域
を発見したり，近似する先行技術を発見すること等が，
きわめて容易である。
　高い知財実務能力を持つが，PC操作はどうも…と
いう者にとっては，痒いところに容易に手が届くツー
ルということができる。

（7）他の特許情報分析ツール

　以上，誌面の都合上，6社の製品・サービスにしか
触れることができなかったが，この種の特許情報分析
ツールは，ほかにも数多く存在する。情報を取得でき
た一部の製品等について，一般に公表されている内容
をもとに紹介する。

・TRUE	TELLER　パテントポートフォリオ	（9）

　株式会社野村総合研究所（東京都千代田区）が提供
するライセンス販売型のサービスである。同社独自の
テキストマイニング技術を適用することで，複数の特
許公報間の関連性の密度を「ヒートマップ」で表現す
る。実績があるので既にご承知の方も多いと思われる。
特許データベース，学術論文，技術雑誌などのデータ
も活用可能な統合型の特許ポートフォリオ分析ツール
といえる。

図 32

図 33

図 34
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・	特許情報解析ソフトウエア：ぱっとマイニング-JP（10）

　日本パテントデータサービス株式会社（東京都港区）
が提供するソフトウエア製品である。特許公報の検索
結果をもとに，データマイニング技術を利用した文書
解析及び特許マップ作成を行う。特許マップは，70

種類以上の表現態様が用意されている。

・マップソフトウエア：テクノマップ（11）

　アルトリサーチ株式会社（東京都港区）が提供する
売切型のソフトウエア製品である。特許マップ作成に
特化している。USPTOデータも使える。リーズナブ
ルな価格の製品である。

・	JST文献データベース解析可視化ツール：AnVi	seers（12）

　独立行政法人科学技術振興機構（JST）が提供する
サービスである。JSTが提供する科学技術文献データ
ベースの検索結果，文献集合を解析可視化し，6パター
ン 37種類のグラフ・マップの作成を可能にする。対
象データは，科学技術及び医学薬学分野の国内外の学
術論文，技術報告，学会予稿集，業界誌等の論文情報
である。幅広い文献情報を対象に研究動向・技術トレ
ンドを把握できる点で，知財コンサルティングでの活
用が期待される。

3.2　意匠・商標情報分析ツール

　意匠・商標については，情報分析ツールが特許ほど
多くない。特に商標については，選択物で，本質が使
用により形成される業務上の信用であるという特質
上，先行商標調査用のツールが主である。しかし，意
匠・商標は類似関係の判断が容易でなく，知財コンサ
ルティングに際しては，特許制度のみならず，商標制
度や意匠制度との併用が好ましい場合が多いと思われ
る。そこで，主として，意匠・商標の類似関係等の判
断に役立ついくつかの分析ツールについて，公表され
ている情報をもとに紹介する。

（1）	意匠権設定状況マップ：特許庁審査業務部意匠課（13）

　登録意匠を対象として，デザインの変遷，グルーピ
ングマップ，特許ポートフォリオのようなポジショニ
ングマップを，操作ガイド付で提供している（無料）。
グルーピングマップは，登録意匠を基本形状毎にグルー
プ化したもので，デザイン開発・意匠登録状況を把握
することができる。登録意匠の形態をより感性的な観

点から評価（数値化）し，縦軸／横軸からなる 2次元
座標上に表現している。新しいデザイン開発の方向性
を探るための参考資料として利用することができる。

（2）	意匠調査支援ソリューション：意匠マップシステム（14）

　松下システムソフト株式会社（大阪府門真市）が提
供するソフトウエア製品である。2000年以降の意匠
CD，2000年以前の遡及データ，自社公報図面データ
を取り込み，企業別のマップ，要旨別マップ等を作成
する。新規出願や侵害訴訟における類否判断等，知財
実務においても活用することができる。

（3）類似商標検索システム：インターマーク（15）

　有限会社ベイアトランダ（東京都港区）が提供する
サービスである。
　商標に関する公開データを利用し，独自のデータ
ベースを構築することにより，インターネット上で，
類似商標の検索やネーミングができる。良く知られた
TN法，未登録称呼の提示（ネーミング支援システム），
使用実績情報の表示等が可能である。

3.3　知財周辺情報探索ツール

（1）国立国会図書館提供サービス（16）

　国立国会図書館においては，知財に関連性を有する
各種データを，インターネット接続環境にある PCを操
作することにより，総合的に調べることができる。例
えば科学技術・医療に関する国内・国外の文献，学術
雑誌，テクニカルリポート，論文等を検索することが
できる。特許マップに関連するデータとして，技術の
将来動向を把握するための技術ロードマップも検索可
能である。知財価値評価を行う際の市場規模，企業別
市場シェアを表すデータにアクセスすることもできる。
　知財コンサルティングにおいて，知財による処方箋
の策定時に利用できるほか，コンサルティングの各ス
テージにおいて必要となるクライアント関連情報等
を，幅広く入手することができる。何かと役立つ情報
が満載なので，一度はアクセスしていただきたいツー
ル（サイト）である。

（2）JST 提供サービス（17）

　独立行政法人科学技術振興機構（JST）は，JST基礎
研究部門，大学・国公立試験研究機関等の研究成果を
総合的に提供する。操作者は，インターネット接続環
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境にある PCを操作することにより，利用可能になる。
「研究者」，「研究機関」，「技術の概要」，「用途・利用
分野」，「競合技術」，「出願特許」，「関連論文」等に着
目して整理した技術シーズ情報，特許（国内外）をベー
スにした技術情報を紹介している。未公開出願も掲載
しており，平成 17年からは簡単な評価結果も付加さ
れている。技術開発の初期段階での知財コンサルティ
ングの際には，有効な情報探索ツールとなり得る。

3.4　機密情報マネジメントツール

　生まれた知財情報を，戦略的観点からノウハウとし
て保持し，他社の知財攻撃に対して先用権（特 72条）
を主張する場合等に役立つツールとして，「タイムス
タンプ」がある。「タイムスタンプ」は，情報（電子デー
タ化された情報）がある時点で存在していたことの存
在証明と，その後，内容が変更されていないことの非
改竄証明とを行うためのツールである。電子データの
ハッシュ値と外部から取得した標準時刻とを結合して
保存しておく。「タイムスタンプ」は，2005年に施行
された e-文書法における財務省令等で，電子データ
の真実性確保のための要件として明文化されている。
現在のところ，法的な確定日付効は未だなく，実効性
については，今後の裁判例を待つしかないが，時刻の
先後に関する一つの客観的な証拠として，係争時には
有益なツールとなることが期待される。
　「タイムスタンプ」の詳細については，アマノタイ
ムビジネス株式会社その他の多数の著名企業により構
成されている「タイムビジネス協議会」のホームペー
ジ（18）ないし，同協議会が希望により配布している冊
子「知的財産におけるタイムスタンプ活用ガイド－ノ
ウハウの戦略的防衛のために－」を参考にされたい。
 

3.5　知財スキル標準

　クライアントにおいて人材育成のための知財コンサ
ルティングを行う上で，そのクライアントの個別事情
によっては，何を基準として，どのレベルの人材育成
の支援をしたら良いかを迷う場合が想定される。この
ような場合は，経産省から公表されている「知財スキ
ル標準」（19）が参考になる。「知財スキル標準」では，知
財人材に求められるスキル（実務能力，経験など）が明
確になっているので，当該個別事情を当て嵌めること
により，人材育成の目安として利用することができる。

注
（ 1） 株式会社野村総合研究所主席コンサルタント兼 NRI

ラーニングネットワーク取締役　平成 20年 5月 13日会員

研修「知財コンサルティングのための知識とスキル」講師

（ 2） （http://www.raytec.co.jp/products/patlist/jps/jps01.

htm）株式会社レイテック（東京都千代田区）が提供す

る同社同種ソフトウエア製品の一つ。

（ 3） （ h t t p : / / w w w . c o s m o t e c . c o . j p / b u s i n e s s /

innovation_navi/index.html）コスモテック特許情報シス

テム株式会社（東京都千代田区）が，操作・活用のため

の研修とセットで提供するパッケージ製品。この製品の

ユーザのうち，上級者には，専門家を講師とするアナリ

スト研修も用意されているとのことである。

（ 4） （http://glovia. fuj i tsu.com/jp/products/atms/

atms_analyzer/）富士通株式会社が提供する ASP

（Application Service Provider）サービス。

（ 5） 非定型文章の集まりを自然言語解析の手法を使って単

語やフレーズに分割し，それらの出現頻度や相関関係を

分析する技術。マイニング（mining）には「発掘」とい

う意味合いがあり，テキストの山から価値ある情報を掘

り出す，といった意味が込められている。

（ 6） （http://www.intechstra.com/system/function.html）

SBIインテクストラ株式会社（旧社名：ピー・エル・エッ

クス株式会社 :東京都港区）が提供する ASPサービス。

（ 7） （https://atlas.ipb.co.jp/guidance/feature.do）株式会社

アイ・ピー・ビー（東京都港区）が提供する ASPサービス。

（ 8） （http://so-ti.com/products/service/）株式会社創知（東

京都港区）が提供する ASPサービス。同社は，2006年創立

の大学（早大）発ベンチャーであり，「χLUS」は，2007年

の全国大学発ベンチャー IT部門の大賞受賞作品である。

（ 9） （http://www.trueteller.net/textmining/patent/）

（10） （http://www.jpds.co.jp/business/cd-soft_5.html）

（11） （http://www.patentsearch-japan.com/）

（12） （http://pr.jst.go.jp/anviseers/index.html）

（13） （http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/isyou_map/

design_map_top.htm）

（14） （http://panasonic.co.jp/mss/products/soraku/outline.html）

（15） （http://www.etrademark21.com/2about.html）

（16） （http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/theme_kagi.html）

（17） （http://jstore.jst.go.jp/cgi-bin/prompt/top.cgi）

（18） （http://www.dekyo.or.jp/tbf/index.html）

（19） （http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/ipss/index.html）
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